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町内の保育所・認定こども園を利用する保護者の皆様へ

北広島町長 箕 野 博 司

新型コロナウイルス感染症の発生が確認された場合の

保育所名の公表について（通知）

平素より、本町の保育行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

新型コロナウィルス感染症については、今後、インフルエンザが流行する時期と重なるこ

とから、予断を許さない時期を迎えます。

これまで、保育施設におきましては、感染症予防対策を講じながら、保育を実施している

ところですが、県内でも新規感染者が後を経たず、クラスターが発生しており、本町におい

ても、いつ発生してもおかしくない状況となっております。

そこで、本町では、このような状況の中、保育所・認定こども園で新型コロナウイルス感染

症が確認された場合には、正確な情報をいち早く発出することで、事実と異なる情報の拡散

や誹謗中傷等を防ぎ、速やかに感染症対策を講じるため、保育所名・認定こども園名を公表

することとします。

公表するのは、保育所名・認定こども園名と臨時休園期間で、お子さんの氏名・性別を公表

することはありません。

今後も、感染予防対策を講じながら、保育を実施してまいりますので、保護者の皆様には、

ご理解ご協力をお願いいたします。
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～保護者の皆さまへのお願い～

・感染予防のため、引き続き手洗いの徹底、適切なマスクの着用、３密の回避をお願いします。

・毎朝の健康観察を行い、体調に不安があり、発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医に連

絡の上、早めの受診を行ってください。

・医療機関等からPCR検査を受けた（受ける）場合は、その旨をお子さんが通われている保

育所長・認定こども園長に連絡して下さい。また、その検査結果を速やかに保育所長・認定

こども園長へご報告ください。

・感染したお子さんやそのご家族、保育所・認定こども園に対して、誹謗・中傷・差別を決し

て行わないこと。人権尊重と個人情報の保護に、最大限の配慮をお願いします。


